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第１章

人口減少など本市を取巻く社会経済環境が厳しくなる中、水道事業についても更なる厳

しい経営状況が予想されるとともに、今後、施設・設備等の老朽化に伴う更新投資が必要

となります

本

サービスを提供する役割を担っており、将来にわたり本来の目的である公共の福祉を増進

していくために、適切なインフラ更新と財務の健全性の両立を図るために実施する

策定します

 

■

■計画期間：平成
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（２）料金体系の概要等

現行の料金体系は、平成

口径別水道使用料へと改定を行ったものです（次図参照、メータ使用料金は別）。

今後とも市民に過度な負担を強いることのないよう経営の効率化に務めるとともに、一

方で、人口減少下の状況において水道事業の安定経営を図るための収支バランス等も慎重
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（２）料金体系の概要等
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に見据え、引き続き、適正な料金体系の検討を継続します。 

 

図表 2.3 料金の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）組織 

本市の水道組織は、次のとおりです。 

 

図表 2.4 水道組織 

 

 

 

 

 

 

 

２．これまでの主な経営健全化の取組 

本市では、老朽化施設の更新・耐震性の向上・安全で安定した水道水を供給するための

施設の新設を行い、生活基盤強化と災害に強いまちづくりを図るため、近年、以下のよう

な経営健全化に取組んできました。 

� 宿毛市上水道区域及び小筑紫簡易水道区域における配水池の耐震適合率の向上

（H26 年度末：80.1％ → H29 年度末：92.4％）                

� 宿毛市東部広域簡易水道区域及び北部簡易水道区域における配水池の耐震適合率の

向上（H26 年度末：79.9％ → H28 年度末：90.8％）                

� 宿毛市沖の島簡易水道区域における水道施設での非常用発電設備の整備（H27 年度

末：0.0％ → H28 年度末：100％）                

� 宿毛市上水道区域における基幹管路（配水本管）の耐震適合率の向上（H28 年度末：

88.5％ → H38 年度末：95％）。    
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３．経営比較分析 

水道経営に関わる現状分析は、別添資料「経営比較分析表」に示すとおりですが、補

足すべき事項は次のとおりです。 

� 経常収支比率等：平成 27 年度の値は 130.82%で、類似団体平均の 111.21%を

上回っており、近年増加傾向にもあることから経営状況は健全な状況にあるといえ

ます。料金回収率 130.72%（類似団体平均 101.72%）、給水原価 102.25 円（類

似団体平均 168.2 円）からも適切な料金体系の中で効率的な経営ができていること

を裏打ちしています。一方で、今後の人口減少傾向を勘案すると、料金改定の検討

など経営上必要な収益の増加手段を検討していく必要があります。 

� 有収率：平成 27 年度は 79.79%で、類似団体平均の 82.89%を下回っています。

引き続き、配水管の老朽化対策などにより、有収率の向上を目指す必要があります。 

� 老朽化の状況：有形固定資産減価償却率は、51.33%（類似団体平均 47.46%）と

高い数値となっており、管路経年変化率も増加傾向にあることから施設の老朽化対

策は中長期的な課題といえます。今後、アセットマネジメント等を通じて、これら

の実態を的確に把握するとともに、安全・安心の確保及び財政的に持続可能な水道

経営を目指して、長寿命化、更新等の財源の確保と予算執行の平準化に努める必要

があります。 
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図表 2.5 経営比較分析表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成27年度全国平均

※　平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路経年化率及び管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

経営比較分析表
高知県　宿毛市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2)

75.47 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
) －

法適用 水道事業 末端給水事業 A6 21,598 286.19

経常収支比率及び料金回収率については、類似団
体平均値を上回り、給水原価は平均値を下回って
いることから、経営に必要な経費が水道料金によ
り賄え、経営状況は比較的健全な水準にあると考
えられる。
ただし、給水収益に対する企業債残高の割合を示
す、企業債残高対給水収益比率は、平均値が減少
傾向にあるのに対し、平成26年度には上昇し、今
後も簡水統合事業や老朽施設更新等により上昇す
る見込みである。
また、施設利用率、有収率が平均値を下回ってい
るため、施設の利用状況や適正規模の把握、管路
の計画的な漏水調査等を行い、収益につながるよ
う努める。

「経常損益」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

496.44 【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 62.83 98.09 2,450 21,039 42.38

2. 老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率が類似団体平均値を上
回っていることから、施設等の老朽化が進んでい
ると推測できる。
法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す管路
経年化率は、平成26年度まで平均値を下回り、平
成27年度においても、グラフに表示されていない
が当該値2.24%と平均値を下回っている。しかし、
増加傾向にはあるため、計画的な管路更新を行わ
なければならない。
管路更新率は、平成26年度まで平均値より高く、
平成27年度においても、グラフに表示されていな
いが、当該値1.37%と平均値より高いため、老朽化
した管路の更新に取り組めている。
今後は、急速に整備された施設が大量に更新時期
を迎えることが予測されるため、計画的な設備投
資が必要となる。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「供給した配水量の効率性」

2. 老朽化の状況

全体総括

現状では、経営の効率性や健全性は確保されてい
るが、今後、人口減少等により水道料金収入の減
少が見込まれる。
しかし、老朽化した施設及び管路等の更新や耐震
化等を随時行っていく必要がある。
そのため、将来にわたり安定的に事業を継続する
ための、中長期的な経営の基本計画を策定し、将
来の施設整備等の需要を適切に把握するととも
に、必要な需要額を賄う財源を計画的かつ適切に
確保するよう、水道料金体系の見直し等も含め検
討し、経営基盤の強化を図っていく。

「施設全体の減価償却の状況」 「管路の経年化の状況」 「管路の更新投資の実施状況」
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第３章 将来の事業環境 

１．給水人口の予測 

給水人口の予測については次のとおりです。 

� 人口推計は、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）及び宿毛市人口ビジョン（将

来展望）の値を基に、H27 年決算統計の行政区内人口を用いて補正しました。  

� 以上の人口推計を基に、 普及率を想定して給水人口を予測しました。なお、社人研

と人口ビジョンの二種類の給水人口を予測しましたが、投資財政計画は、市の将来

展望である人口ビジョンの値を採用しました。 

人口下落傾向は、今後とも続くことが想定されるため、料金収入は益々厳しくなると思

われます。 

 

図表 3.1 給水人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．水需要の予測 

水需要（有収水量）の予測については次のとおりです。 

� 有収水量＝現在給水人口×直近の傾向から求めた給水人口一人当たり有収水量（過

去 5 年間の平均値）としました。 

 

図表 3.2 水需要 
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３．料金収入の見通し 

料金の見通しについては次のとおりです。 

� 料金収入見通し＝有収水量×直近の傾向から求めた有収水量当たり料金収入（過去

5 年間の平均値）で求めました。  

� 料金シミュレーションにおいては、現在の料金体系に加えて幾つかの料金アップを

仮定して検討しました。現行の料金体系の場合、計画期間で約 51,600 千円の減収

となり、経常収支も赤字となります。そこで、市民の急激な負担増を抑え、かつ経

営を安定させる案として平成 35 年度より 10%程度の料金引き上げを検討します。 

 

図表 3.3 料金収入の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．施設の見通し 

施設については、老朽化が相当に進んでいるため、安全・安心の確保と事業の効率化を

勘案した整備が必要ですが、一方で急速に整備を進めた場合は、それらの施設の更新時期
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このことを踏まえ、計画期間中に、アセットマネジメント等による投資の適正化を判断

し、投資にかかる優先順位の変更・ダウンサイジング等の検討など定期的な見直しを行い

ます。本件は、計画期間のみならず、中長期的な費用を想定し料金改定の検討と併せて計

画性を持って取り組みます。 
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第４章 経営の基本方針  

経営の基本方針は次のとおりです。  

 

・ 震災等の災害に強い水道施設の構築及び良質で安全な水の安定供給のため、計画的

な整備・更新や水道施設の整備統合を推進します。 

・ 津波の想定地域外に水源地施設がある東部広域簡易水道を基幹に据えた非常時供給

体制の構築を図ります。 

 

第５章 投資・財政計画 

1.  投資・財政計画について 

（１）投資について 

投資目標：有収率：85％以上を確保します。（平成 27 年度経営比較分析表 79.79％）。 

� 水道施設の老朽化が進行していくことから、定期的に有収率を確認し、老朽管の更

新を計画的に進めることによって目標水準を達成します。 

� 安全な水を安定的に供給するため、老朽化した管路施設の更新と耐震化を同時に進

めています。水道施設の老朽化が進行していくことから、定期的に有収率を確認し、

老朽管の更新を計画的に進めます。 

 

計画期間内の投資額は、固定資産明細表を基に、以下のような仮定に基づき、次表の条

件で推計しました。 

① 更新年数／耐用年数： 耐用年数に対する更新年数（想定使用可能年数）の比率を表

します。       

② 更新費用／更新基準原価： 更新基準原価に対する更新費用の比率（帳簿原価に対す

るデフレータによる処理は実施済） を表します。      

③ 更新超過按分期間： 推計開始年次において更新時期が既に過ぎているものに対する

更新費用の按分期間（年）を表します。 

なお、これを基本に、個々の施設については、例えば VP 管の更新は、より耐震性の高

いダクタイル鋳鉄管にするなど、実態に即した調整を行いました。 

 

図表 5.1 投資額の推計条件 
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固定資産現況表（建物） 1 1 10

固定資産現況表（構築物） 1.2 1 10

固定資産現況表（機械及び装置） 1.6 1 10

固定資産現況表（車両運搬具） 2 1 10

固定資産現況表（工具器具及び備品） 2 1 10

2017 20
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（２）財源について 

財源目標：計画期間に亘って経常収支比率 100%を維持します（平成 27 年度経営比較

分析表 130.82％）。 

� 急激な人口減少下ではありますが、経営の効率化を進め計画期間の経常収支比率

100%を維持します。 

� 安定的な経営を継続するために投資的財源の確認と確保を行います。          

 

財源（料金、企業債、繰入金、国庫補助等）の考え方等については次のとおりです。 

� 料金については、現行の料金体系の場合、計画期間で約 51,600 千円の減収となり

ます。このことを勘案して、引き続き経営状況を判断した上で、平成 35 年度より

10%程度の料金引き上げを検討します。 

� 企業債については、企業債の償還により経営が圧迫することのないよう、計画的な

起債を実施していきます。 

 

（３）投資以外の経費について 

投資以外の経費（職員給与費、動力費、修繕費、薬品費など）の積算の考え方は次のと

おりです。 

� 職員給与費：過去 5 年間の平均値としました。 

� 動力費：過去３年間の平均値としました。 

� 光熱水費：過去 5 年間の平均値としました。 

� 通信運搬費：過去３年間の平均値としました。 

� 修繕費：過去 5 年間の平均値としました。 

� 材料費：過去 5 年間の平均値としました。 

� 薬品費：過去 5 年間の平均値としました。 

� 路面復旧費：過去３年間の平均値としました。 

� 委託料：過去 5 年間の平均値としました。 

� 負担金：過去 5 年間の平均値としました。 

 

以上を踏まえた投資・財政計画は、次のとおりです。 
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図表 5.2 投資・財政計画（収益的収支） 
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図表 5.3 投資・財政計画（資本的収支） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 

 

２．経営指標の比較について 

以上の検討結果を踏まえて、重要な経営指標の状況を掲載します。 

 

図表 5.4 収益的収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5.5 資本的収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5.6 未使用補填財源 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5.7 企業債残高 
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ちなみに、料金改定を行わない場合の収益的収支は、次のとおり計画期間の後半（H36

～）に総費用が総収益を上回り赤字経営となります。 

 

図表 5.8 料金改定を行わない場合の収益的収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.  投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組 

（１）投資について検討状況等 

○ 民間の資金・ノウハウ等の活用（PFI・DBO の導入等）：先ずは、他市の先進的取

組事例の調査を行い、民間活用における官民のリスク分担やそのことによる利害得

失（リスク及びメリット）を把握すると共に、高知県下における民間活用の動向や

具体的な事例を把握し、個別業務のアウトソーシングから包括的民間委託の導入や

施設改修に関わる DBO の導入など段階的な実施検討を継続的に行います。 

○ 施設・設備の廃止・統合（ダウンサイジング）：人口動向及びそれに伴う水需要を勘

案し、老朽化に伴う改修の機会を活用したダウンサイジングを実施します。なお、

人口動向については、人口ビジョン等を通じた戦略を展開中であり、その見通しに

ついては慎重に行うものとします。 

○ 施設・設備の合理化（スペックダウン）：上記ダウンサイジングと同様です。 

○ 施設・設備の長寿命化等の投資の平準化：計画期間中に既存施設の長寿命化計画の

策定（アセットマネジメント）と当該計画に基づく実施に取組むこととします。 

○ 広域化：本市及び近隣自治体の上水道施設の状況を勘案すると物理的な施設統廃合

で経営の効率化がすぐさま図れる状況ではないと考えています。本件については、

本市単独の取組ではなく国及び県の主導による中長期的な検討が必要です。 

○ その他の取組：次計画で実施可能な改善テーマを抽出し、費用対効果を勘案して有

効なものには積極的に取組むこととします。 
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討していきます。 

○ 企業債：世代間負担の公平性を確保し、企業債の償還により経営が圧迫することの

ないよう、計画的な起債を実施していきます。  

○ 繰入金：財政部局との調整の中で、一般会計からの過度な繰入とならないような資

金繰りに努めていきます。 

○ 資産の有効活用等による収入増加の取組：余剰施設等が発生した場合には、売却や

貸付等、資産の有効な活用を検討していきます。 

 

（３）投資以外の経費について検討状況等 

○ 委託料：委託業務内容の妥当性を常に検証し、適正な委託料を設定していきます。

また、民間活力の活用を検討するなかで、必要に応じて計画の見直しを行っていき

ます。 

○ 修繕費：計画的な修繕を行い、トータルコストの削減、支出の平準に努めていきま

す。 

○ 動力費：より安価に調達できる手法を検討するとともに、今後費用が高騰する場合

においては、経営戦略の事後検証、更新等に関する事項の一環として、推定値の調

整を行っていきます。 

○ 職員給与費：職員給与費については、経営に支障をきたさない範囲で適正な見直し

を行い、今後も効率的な運営に努めていきます。 

○ その他の取組：各種費用に関して、より効率的、経済的な手法等、引き続き検討を

行い、コスト削減に努めていきます。 

 

第６章 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

将来にわたって安定的に事業を継続していくため、PDCA（計画・実施・検証・見直し）

サイクルの考えに基づき、投資・財政計画の達成状況について毎年度進捗管理を実施し、

計画と実績の乖離を検証するとともに必要な対策を講じます。 

また、水道料金の変更や民間活力の活用等により収支計画に大きな修正が必要となる場

合においては、見直しを実施するほか、概ね５年ごとに総合的な検証を行い、さらなる現

状分析や社会状況の変化などを考慮し、本戦略の更新を行います。 
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用語解説 

 

【アセットマネジメント】 

水道などの公共インフラを資産として捉え、それらの施設の状態を客観的に把握、評価

し、中長期的な資産の状態を予測するとともに、予算制約を考慮して施設を計画的、かつ、

効果的に管理する手法のことを指します。 

 

【企業債】 

地方公共団体が地方公営企業の建設、改良などに要する資金にあてるために起す地方債

のことです。 

 

【長寿命化】 

従来の対症療法型から、「損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う」予防保全型へ転換

を図り、公共施設等の定期的な施設点検を行い、損傷が拡大する前に適切な処置を行うこ

とで、構造・設備・機能などの耐久性を高め、公共施設等をできるだけ長く利用する手法

のことです。 

 

【包括的民間委託】 

地方公共団体が行政責任を果たすために必要な監督権等を留保したうえで、その業務を

包括的に民間（個人も含む）に委託する制度です。 

 

【有収水量】 

浄水場などから供給した配水量のうち、水道料金の徴収対象となった水量のことです。 

 

【ＰＦＩ】 

PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）と

は、公共施設等の建設、維持管理、運営などを民間の資金、経営能力及び技術的能力を活

用して行う手法のことです。 

 

【DBO】 

ＤＢＯ（Design Build Operate）とは、民間事業者に設計・建設・維持管理・運営等を

長期契約とし、業務を一括性能発注する手法です。 

 

 


